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Q&A 

 

◇対象事業所及び申請区分について 

≪当欄における（ア）、（イ）、（ウ）は申請区分を示します≫ 

Q1 どのような事業所が対象ですか？ 

A1 

都内に所在する障害福祉サービス等※1 を提供する民間の事業所になります。ただし、基準該

当障害福祉サービス及び基準該当通所支援、共生型障害福祉サービス及び共生型通所支援と、

国又は地方公共団体が設置する事業所（指定管理者が管理するものを含む）は除きます。 

 

※1 居宅介護・重度訪問介護・同行援護・行動援護・重度障害者等包括支援・短期入所・療

養介護・生活介護・施設入所支援・自立訓練・就労移行支援・就労継続支援Ａ型・就労継続支

援Ｂ型・就労定着支援・自立生活援助・共同生活援助・児童発達支援・医療型児童発達支援・

居宅訪問型児童発達支援・放課後等デイサービス・保育所等訪問支援・福祉型障害児入所施

設・医療型障害児入所施設・計画相談支援・地域移行支援・地域定着支援・障害児相談支援 

Q２ この事業における（ア）福祉避難所とはどのようなものですか？ 

A２ 

本事業の（ア）福祉避難所とは、災害時に区市町村からの要請により障害者等の要配慮者を

受け入れることとする旨の協定を締結している事業所のことをいいます。お手元の協定書の

内容が本事業の「福祉避難所」に該当するか判断がつかない場合は、個別にご相談ください。

また、区市町村による福祉避難所の指定、協定締結の状況等については、事業所所在地の区

市町村の障害保健福祉主管課にお問い合わせください。 

Q３ この事業における（イ）災害時協定締結事業所とはどのようなものですか？ 

A３ 

本事業の（イ）災害時協定締結事業所とは、災害時に「利用者の安否確認」と「避難所等での

障害福祉サービス等の提供」の両方を行うこととする旨を定めている協定を区市町村と締結

している事業所のことをいいます。なお、区市町村によっては、事業者と個別に協定を締結

しておらず、障害福祉サービス事業者連絡協議会等と締結している場合があります。区市町

村による協定締結の状況等については、事業所所在地の区市町村の障害保健福祉主管課にお

問い合わせください。また、お手元の協定書の内容が本事業の「災害時協定」に該当するか

判断がつかない場合は、個別にご相談ください。 
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Q４ （ア）福祉避難所と、（イ）災害時協定締結事業所の違いがよく分かりません。 

A４ 

各協定の詳細については上記 Q２及び Q3 のとおりですが、大きな違いとして、災害発生時

に要配慮者を法人が運営する施設で受け入れる場合は「福祉避難所」となり、その他の場所

（自治体が指定する避難所等）に赴いてサービスを提供するのが、災害時協定締結事業所と

なります。判断に悩む場合は財団までお問い合わせください。 

Q５ 
町内会等、地域の自治会との災害時の支援協定を締結しています。この場合、（イ）災害時協

定締結事業所として申請できますか？ 

A５ 
申請できません。区市町村と締結している災害時協定のみが（イ）の対象です。町内会等と

の協定を締結している事業所は、（ウ）災害要件なし事業所として申請してください。 

Q６ 
都内で障害者支援施設１か所を運営しています。当事業所は、福祉避難所の協定と災害時協

定の両方を締結しています。当事業所について（ア）福祉避難所と（イ）災害時協定締結事

業所両方の申請区分で助成金を申請することはできますか？ 

A６ 

重複して申請を行うことはできません。一つの事業所につき、（ア）・（イ）・（ウ）いずれか一

つでの申請となります。福祉避難所の協定と災害時協定の両方を締結している事業所につい

ては、（ア）福祉避難所として申請を行ってください。 

Q７ 

当法人は障害者支援施設と居宅介護事業所と行動援護を同一建物内で運営しています。障害

者支援施設は福祉避難所の指定を行けており（ア）、居宅介護事業所は災害時協定を締結して

います（イ）。そして、行動援護は災害時協定等を締結していません（ウ）。この場合、（ア）・

（イ）・（ウ）それぞれで申請を行うことはできますか。 

A７ 

同一建物内で複数のサービスを行っている場合、（ア）・（イ）・（ウ）いずれか一つでの申請と

なります。上記の例では、（ア）福祉避難所として申請を行ってください。なお、その際には

同一建物内にある他の事業所の利用定員数を合算して、上限戸数を算定します。同一建物内

の考え方は、協定書の内容や運営規程により判断しますので、個別にご相談ください。 
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Q８ 

当法人では生活介護事業所（１か所）と居宅介護事業所（２か所）を運営しています。事業

所所在地はそれぞれ異なります。生活介護事業所は福祉避難所の指定を受けており（ア）、1

か所の居宅介護事業所は災害時協定を締結しています（イ）。もう１か所の居宅介護事業所は

特に協定は結んでいません（ウ）。３つの事業所について、（ア）・（イ）・（ウ）それぞれの助成

を受けたいと考えていますが、可能でしょうか。 

A８ 
事業所がそれぞれ異なる所在地にある場合は、事業所ごとに（ア）・（イ）・（ウ）の助成を受

けることができます。 

Q９ 
同一法人の複数の事業所で申請を考えています。この場合、提出する申請書類はひとつでい

いですか？ 

A９ 

申請書類は「（ア）福祉避難所」・「（イ）災害時協定締結事業所」・「（ウ）災害要件なし事業所」

の申請区分ごとに作成し、法人で取り纏めて提出していただきます。申請区分ごとに申請ス

ケジュールが異なりますので、提出書類や提出時期の詳細については該当の「助成金の手引」

をご確認ください。 

Q１０ 
令和５年９月１日に区市町村と災害時協定を締結する予定です。４月から８月分までを（ウ）

災害要件なし事業所、９月分以降を（イ）災害時協定締結事業所とし、両方の申請区分によ

り申請することはできますか？ 

A１０ 

申請可能です。（イ）災害時協定締結事業所の様式中に、年度途中に申請区分を変更する場合

の手続き書類がございますので、（イ）災害時協定締結事業所として事業計画書をご提出いた

だく必要がございます。なお、事業計画書提出後、災害時協定を締結できなかった場合には、

交付申請時点より（ウ）災害要件なし事業所として申請していただくこととなります。 

Q１１ 

令和４年度は福祉避難所協定の指定が受けられなかったため、「（ウ）災害時要件なし事業所」

として申請し助成を受けましたが、今年度は指定を受けられたため、「（ア）福祉避難所」と

して申請する予定です。この場合、「（ア）福祉避難所」として再度４年間助成を受けること

が可能でしょうか。 

A１１ 

助成対象期間の４年間は、申請区分を変えた場合であっても継続してカウントされます。仮

に令和４年４月１日に申請区分（ウ）にて助成を開始した宿舎がある場合、途中で申請区分

が（ウ）から（ア）に変更したとしても、令和８年３月３１日に助成終了となります。 
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Q１２ 
申請する事業所の所在地と異なる区市町村と直接災害時協定を締結した場合、（イ）災害時協

定締結事業所として申請をすることはできますか？ 

A１２ 

申請できます。事業所所在地外の区市町村と災害時協定を締結した場合も（イ）災害時協定

締結事業所の要件を満たしたものとして取り扱います。ただし、所在地外の事業者連絡会等

を介して、所在地外の区市町村と災害時協定を締結している場合は申請できません。 

 

①区市町村と締結する場合 

 

 

 

事業者連絡会

事業所A A区

B区

災害時協定 （イ）災害時協定締結
事業所として申請可

事業所A

A区内

A区内

B区内

加入

事業者連絡会

A区内

A区

災害時協定

B区

（イ）災害時協定締結
事業所として申請可

（イ）災害時協定締結
事業所として申請不可

（イ）災害時協定締結
事業所として申請可②事業所連絡会等を介して締結する場合 
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